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予算審査特別委員会 

                                   

１ 開会日時  令和７年３月 17 日（月） 午前９時 00 分 開 議   

２ 開会場所  世羅町役場議場 

３ 出席委員  田原賢司（委員長）  上本 剛（副委員長） 

        亀田知宏 佐倉悠希 矢山 靖 宗重博之 

佐々木浩康 福永貴弘 向谷伸二 松尾陽子  

藤井照憲 

        髙橋公時（議長） 

４ 欠席委員  な し 

５ 説 明 員 

町 長  奥 田 正 和  副 町 長 金 廣 隆 徳 

会 計 課 長 山 崎  誠  総 務 課 長 広 山 幸 治 

財 政 課 長 矢 崎 克 生  企 画 課 長 升 行 真 路 

税 務 課 長 藤 井 博 美  町 民 課 長 道 添  毅 

子育て支援課長 山 名 智 並  健 康 保 険 課 長 宮 﨑 満 香 

福 祉 課 長 小 林 英 美  産 業 振 興 課 長 垣 内 賢 司 

商 工 観 光 課 長 山 口  徹  建 設 課 長 福 本 宏 道 

上 下 水 道 課 長 市 尻 孝 志  せらにし支所長 前 川 弘 樹 

教 育 長 早 間 貴 之  学 校 教 育 課 長 藤 原 康 治 

社 会 教 育 課 長 正 田 一 志    

 

６ 事務局職員 議会事務局長（黒木康範） 主査（追林威宏） 

        嘱託書記（貞光有子） 
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（起立・礼・着席）  

○委員長 ただいまの 出席委員は 11  名です。定足数に達していま

すので，これより予算審査特別委員会を開会いたします。 

ただちに本日の会議を開きます。   

傍聴の申し出がありますので、これを許可いたします。 

最初に、先週の７番 向谷委員の答弁に対する訂正があります。子育

て支援課長。 

○子育て支援課長（山名智並） 先週 14 日の金曜日にお答えいたしまし

た中に誤りがありましたので、訂正させていただきます。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

予算書 127ページの中段にあります医療相談アプリ運用業務について、

対象年齢を 18 歳未満と訂正をしたものでございましたが正しいのは 15

歳以下で予算化をしております。訂正をいたします。 

そしてもう１か所、妊産婦の通院助成事業につきまして松尾委員のほ

うからご質問をいただきました。通院する場合、タクシーを利用された

場合には、助成がないのかというようなご質問をいただきまして、その

場合は対象にならない旨の説明をしたところでありますが、いかなる手

段であっても通院された場合には、上限 2000 円ではございますが、合計

14 回の助成を考えております。大変申し訳ございませんでした。 

○委員長 それでは、先週に引き続いて一般会計歳入歳出予算衛生費以

降の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○３番(矢山 靖) 世羅中央病院のことでお尋ねしたいんですが、予算

審議資料のですね、19 ページです。そこにキャッシュフロー計算書が載

っています。そこの３番のところ財政活動によるキャッシュフロー、こ

れずっと上の方からずっと見ていってですね、３番、４番見ていてわか

るんですが、５番の資金の期首残高、これが前年と比べて３億円以上も

マイナスになっているんですね。そのことが業務活動のキャッシュフロ

ーとかを見てもですね、プラスになっていいです。３番の企業債の分の

支出、これはマイナスですけどこれもＯＫとして、５番の期首残高を見

たら３億円、約 3 億 2000 万のマイナスになっているんですね。そこが要

因として何が考えられるのか、お尋ねします。 
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○健康保険課長（宮﨑満香） ではお答えいたします。令和６年度と令

和７年度の期首残高３億円大きく減少しているということでございます。

令和５年度、令和６年度と続きまして、医師住宅の建設や非常用発電機

の更新、中央監視装置リモートユニットの更新など、大きな建設関係施

設整備のほうがございました。 

本来、内部留保資金や収益で賄うところではございますが、物価高騰

や人件費増などで収益を超える経費がかかっておりまして、積立てるも

のもございませんし、そして現実的にキャッシュのほうが減少したとい

うことでございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○５番（佐々木浩康） 151 ページ 中段のほうになりますが、設備等取

得補助金、1000 万円となっておりますが、これの内容お伺いしたいのと、 

その２段下、地域商品券発行事業 2 億 2000 万、これは毎年やられている

ものだと思うんですが、これは総額であって商品券等の印刷とか管理と

か、そういったものの予算はどういうふうになっているのかをお尋ねし

たいと。 

その下の分の企業立地支援奨励金、これ昨年度が 723 万円だったんで

すが、323 万 3000 円と半分以下になっているのを、細かいところをお伺

いいたします。 

○委員長 佐々木委員、設備等取得補助金につきましては、先週の質疑

に出ましたので。 

○５番（佐々木浩康） ごめんなさい。それはなしで。 

地域商品券ですね。とくとく券と立地に関して、お伺いいたします。 

○商工観光課長（山口 徹） 商工観光課よりお答えいたします。 

まず、地域商品券発行事業でございますが、こちらの印刷・管理とい

うことでございました。ご指摘のように、こちらに予算しておりますの

は、総事業費ではなくてですね、全体総事業費で言いますと約 2 億 2000

万の事業になります。そちらのプレミアム部分の 10％を町のほうで補助

しているという事業でございます。ですからご指摘いただきました印

刷・管理につきましては、全体の事業としましては商工会のほうで行っ

ておりますので、そちらのほうで行われているというものでございます。 
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また次の企業立地支援奨励金、こちらが６年度が 723 万円から、７年

度が 323 万 3000 円に下がっておりますのは、こちらは企業に対して、５

年間設備したものについて補助しておりますが、５年間でございますの

で年々、それが終了してまいります。６年度は 10 者ございましたが、７

年度は９者ということで、設備がその 1 者について設備が大きく減った

というもので、補助が減っております。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○２番(佐倉悠希) 先ほどの世羅中央病院の関連の質問なんですけれど

も、予算審議資料の 14 ページですが、給与費のところでですね、先ほど

給与費増が、人件費の増があったということだったんですけれども、昨

年度から比較して、人件費が約 2.5 億増ということで、繰入金について

も、地方交付税は含めて 1.3 億程度増ということなんですけど、人件費

が増えた分、カバーを収入でどのようにカバーされるのかっていうのは

具体的にどういった見通し、お考えなのか、どのように把握されている

のかということをお伺いしたいと思います。 

○健康保険課長（宮﨑満香） お答えいたします。まず、人件費の増額

についてどのような収入でカバーするかということでございます。 

人件費のうち救急医療等に関する医師の報酬等については、収益で賄

えない部分については、市町からの構成団体負担金・繰入金のほうで賄

っております。 

その他人件費、一般職員でありますとか再任用フルタイム、そういっ

た職員全ての人件費につきましては、中央病院企業団の収益のほうで全

て賄われております。 

繰入金が 1.3 倍に増えたというところにつきましては、不採算地区中

核病院に今回、令和７年度から特別交付税のほうが市町に交付されるこ

とになりまして、1 億 3000 万円の繰入金が増額となったことで、大きく

増額しているものでございます。 

○２番(佐倉悠希) 世羅中央病院のほうで、収入が増額するという見通

しでの計画かと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょう。

具体的に、その見通しというのはあるものなんでしょうか。 

○健康保険課長（宮﨑満香） 中央病院の今後の財政状況の見込みとい
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うことでよろしかったですかね。令和６年度の現段階では決算見込みで、

大きく赤字が予測をされております。受診控えのほうも完全に戻っては

おりませんし、更に人口減少もあるという中で、企業団のほうでは一層

の経営努力に取組まれてはおりますが、大きく赤字ということが見込ま

れており、大変厳しい状況にあるというのは聞いております。こういっ

た中で、企業団におかれましては、大和地区への巡回診療を始められる

など、経営努力のほうに取組まれておりまして、今回それにより、７年

度から不採算地区中核病院として特別交付税 1 億 3000 万円を市町が交付

を受け、それを繰入れることができるようになっております。 

経営強化プランや経営アドバイザーの活用によって、経営努力のほう、

しっかり取組がされており、今後も安定運営のほうが図られるよう市町

としても連携をし、情報共有を図りながら支援のほう続けてまいりたい

と考えております。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○８番（上本 剛） 私からちょっと納得してない部分がありますので、

質問させていただきます。105 ページの進学祝金のことなんですが、これ

は同僚議員からも質問があったと思うんですが、ちょっと私納得できな

いので、聞きたいんです。 

これはどういった狙いでこういう。 

○委員長 民生費なんで、もう終わったので総括のところで。 

○８番（上本 剛） ごめんなさい、失礼しました。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○１番(亀田知宏) 私は、農林水産業費の 139 ページのことについてお

伺いします。 

６次産業ネットワーク補助金が 100 万約増えておる理由が知りたいの

と、それから農林業振興対策事業補助金が６年度から約 1000 万増えてい

る内容もお聞きしたいのと、それからもう一点、せらまちこまちプロジ

ェクト、こちらの補助金を出してますが、これの進捗状況と言いますか、

どのようになっているかお伺いしたいです。 

○産業振興課長（垣内賢司） それでは私のほうから、農林業振興対策

補助金についてご説明を申し上げます。 
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６年度に比べて約 1000 万程度増額となっております。その要因におき

ましては、まず機械の導入補助について約 760 万円程度の増額となって

おります。あとキャベツ、アスパラガス、白ネギ等の機械については 230

万ぐらいの減でございます。あと大きなもので言いますとぶどうの植栽

条件整備事業というものがございまして、そちらのほうが約 400 万円程

度の増ということになっております。あとはスマート農業の機械導入に

ついて、前年比 300 万円の増ということになってます。 

これらで約 1000 万程度、その他もありますがその他増減が微小なとこ

ろというところで大きいものでいいますと、今のような事業があります。

これの理由でございますが、秋口にですね、各法人また大型農家さんま

た認定農業者の方に来年度事業の要望調査を行います。そちらの要望実

績に基づきまして、次年度の予算を積上げているものでございます。そ

ういったことによりまして約 1000 万円の増額となったということでござ

います。 

○商工観光課長（山口 徹） 商工観光課より 139 ページの上から５つ

目、世羅高原６次産業ネットワーク補助金、こちらの増額でございます

が、来年度におきましては、ロードマップの更新をされるというふうに

聞いておりますので、ほかにも事業をされておりますが、こちらが特に

新たに行われるということで増額になっております。 

また、せらまちこまちのプロジェクトの進捗状況でございますが、こ

ちら主にですね、Ｃａｒｐ Ｄａｙと言いまして、Ｚｏｏｍ -Ｚｏｏｍス

タジアムで世羅の特産なり、そういったのをＰＲを行っておることが主

な事業としてですね、せらまちこまちの団体のほうでやっていただいて

おります。これにつきましては毎年１回ですね、世羅町を背負って出て

いただいておりますので、そういった部分につきましてはしっかり活動

していただいているというふうに認識しておるものでございます。 

○１番(亀田知宏) せらまちこまちプロジェクトは私が見たら割と古い

情報で、現在もちゃんと行われているという認識で、はい。 

続きまして 149 ページになるんですが、農林水産業費、林業費の上段

にあり、工事請負費の中に、昨年度なんですけども、橋梁点検業務とい

うのが入っていたんです。今年度はなくなっているので、これはどのよ
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うな事業だったのかお伺いします。 

○委員長 亀田委員、予算についてですので。 

○１番(亀田知宏) すみません、わかりました。 

○委員長 よろしいですか。先ほどのは昨年の話になりますので。 

ほかに質疑はありませんか。 

○５番（佐々木浩康） 教育のほうでですね、181 ページの上のほうの教

職員ストレスチェック業務とありまして、2 万 9000 円しかないというか、

内容とですね、非常に教職員ストレスがかかって病気になるようなこと

が最近多いというふうに報じられているんですが、この内容といろんな

そういう教師の健康に関する対応というのをお伺いしたいんですが、よ

ろしくお願いします。 

○学校教育課長（藤原康治） それではお答えをいたします。教職員ス

トレスチェック業務でございますが、町内小中学校の教職員全員に対し

て、ストレスチェックを年１回実施しております。 

1 人当たり 130 円、町内全小中学校で 163 名ということで、こういった

ことを行っておりますが、このストレスチェックにつきましては、年１

回でありながらも、そのときのストレス状況、これを把握して、各学校

管理職のほうで把握をしながら、その面談等につなげていったり、それ

ぞれの教職員の健康管理を維持促進するためのものでございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○１番(亀田知宏) それでは 197 ページの教育費上段のほうにあります

世羅町子ども会育成連合会補助金、こちらの内容というか詳細を教えて

いただきたいです。 

○社会教育課長（正田一志） それでは 197 ページ、世羅町子ども会育

成連合会補助金の内容についてお答えをいたします。 

世羅町子ども会育成連合会という組織に対しての補助金でございます

が、活動内容といたしましては、町の子ども会を構成しております各地

域の子ども会への活動の支援、また子ども会全体としては、わくわくフ

ェスティバルといった行事であったり、先日も行われましたナイトウォ

ークといった行事、これを周年で活動されておる団体、この活動の支援

のために支出をしておるものでございます。 
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○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○７番（向谷伸二） 155 ページをお願いします。中段の上側のほうにあ

ります観光振興事業相談業務というのがございます。363 万円。これ農協

観光さんのこと、以前からでしたら農協観光さんのことかなと思うんで

すけども、これも３年か４年ぐらい経とうかと思います。 

継続的にここと契約されて行われているということですが、実際ここ

がやられた成果、ここでないとできないこと。こういった成果があるか

ら継続してるんだといった、その内容ですよね。継続して契約されてる

内容についてお伺いをいたします。 

○商工観光課長（山口 徹） それでは商工観光課より 155 ページ、観

光振興事業相談業務でございます。こちらの成果なり、そちらに委託し

ているということについての説明でございますが、こちら農協観光のほ

うへですね、業務を委託しまして、本年度６年度で３年目でございます。

こちらですね、最初２年間につきましてもコロナということもございま

したが、まず世羅町にまだなかった体験のコンテンツとして電気自転車

を使った周遊なりのモニターツアー等の造成なりですね、インバウンド

のまずコロナで落ち込んでおる中で、コロナ明けから動けるような準備

をしていただきました。 

それが今年度６年度になりましてですね、コロナ明けということも当

然あるわけでございますが、前年のインバウンドの取組を更に進めてい

ただいて、今年度は民間事業者と一緒にインバウンド対策の観光庁の補

助金、こちらを採択を受けて進めて実施していただきましたが、これは

主体は民間事業者でございましたが、申請から実施、これにつきまして

はやはり旅行会社ならではのノウハウをですね、ふんだんに力を発揮し

ていただきまして、町としましても、やはりこれ、町の職員ではなかな

か難しい部分というのはずいぶん力を出してですね、助けていただいた

というふうに感じております。この観光庁の事業につきましてはなかな

か厳しい事業でございまして、数字的に言いますと採択率は全国で 18％

程度だということでございます。世羅町としましては５件応募しまして、

２件が採択されておりますので、内容的にも相当練ったものと。勿論こ

れ職員それから主体になりました事業者さん、当然主になってやられて
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おりますが、こちらも農協観光さんもですね、旅行業務のノウハウとい

う点ではですね、非常に支援いただいたというものでございます。 

またですね、昨年度、今年度特に力を入れています民間事業者の連携、

これにつきましては、いわゆる農協観光の町の支援の一つとして、当た

り前と言えば当たり前ですが、民間事業者さんのところへ足を運んで、

つながりを作っていくというところをですね、町としては声掛けとして

は民間事業者さんの間に入ってやってまいりましたが、具体的な旅行業

務についてのですね、説明なり相談、そういったところも含めてやって

いただいておりますので、非常に特にコロナ明けの今年度につきまして

は、非常に町の観光振興についても非常に支援をいただいているという

ものがございます。 

一つ具体的にまた申しますと、全旅クーポンというクーポンがあると

いうことでですね、これは観光施設がそれぞれございますが、たとえば

世羅町で３か所の観光施設を予約する場合ですね、個人で普通ですと３

か所予約しますが、この全旅クーポンを使うとですね、１か所で予約が

済むといったような便利なクーポンがあるということでございます。こ

れを旅行会社の方は当然ご存知で利用されておるわけでございますが、

こういったものも町内で普及できるように、農業観光さんのほうからも

説明等もしていただいて、事業者さんも入れられたという実績もござい

ます。やはりこういったところも考えますと職員ではないノウハウとい

うのは、重要であるというふうに思っております。そういったところで

来年度、今、いわゆる観光振興につきましては、本当に力を入れて進め

ておりますので、しっかりと進めておりますので、是非来年度も力を借

りて、更に発展させていきたいというふうに思っておるところでござい

ます。 

○７番（向谷伸二） 400 万近いお金を出してるわけですから、相手は民

間ですから、しっかり結果を出してもらうっていうことが必要になりま

す。ですから、違いをしっかりと出してもらってそこでないとできない

ことをどれだけ出してもらうかっていうことが重要になってくるわけで

すから、そこをしっかり相手さんにも伝えて、しっかり結果として出し

ていただくということが必要になってきます。それが普通ですから、民
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間ですから、ですからそこのことはしっかりとこれぐらいでいいだろう

かっていう話ではないんですよ。400 万を突っ込むなら、それ以上の何倍

かの成果を出していただくことが必要だということで、しかも３年目で

すから、しっかりそこら辺は厳しく、しっかりと対応していただかない

と、何のための契約かということになりますので、そこら辺はしっかり

やって、取組んで、いただきたいと思います。 

○商工観光課長（山口 徹） ご指摘ありがとうございました。まさに

ご指摘いただいた通りだと思います。３年目を過ぎてですね、４年目に

入ります。そこは委員ご指摘のように町としましても厳しい目を持って、

また観光振興がしっかり更に進みますように一緒にやってまいりたいと

思っております。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○４番（宗重博之） それでは、209 ページお願いいたします。委託料の

中で質問いたします。 

このなかの中段にありますアドバイザリー業務というのがございます

けど、これ聞き慣れない言葉でもあるんですが、おそらくこれは健全な

運営をするためにサポートをされる業務ではないかと理解しております

けれども、この主な契約されている契約相手並びにその契約内容、簡潔

に説明していただけますでしょうか。 

〇学校教育課長（藤原康治） それでは、お答えをいたします。 

209 ページ中段にございます、アドバイザリー業務でございますが、こ

れは新しい学校給食センターの運営に対するものでございます。 

運営事業者が令和７年度につきましては管理運営、このモニタリング

の支援を行う。このことに対してでございますが、運営初年度にありま

して、要求水準、これを満たした管理運営が行われているということを

確認をしていくためのものでございます。 

〇４番（宗重博之） 契約されている相手っていうのはどちらになりま

すでしょうか。 

〇学校教育課長（藤原康治） 答弁が漏れて誠に申し訳ありませんでし

た。契約の相手は日建設計でございます。 

〇４番（宗重博之） それではその下に書いてございます給食センター



 

 

12 

 

運営業務ということ、これはかなり金額が高うございますけどこういう

運営業務をされているところも、今の日建設計が、全部それをアドバイ

スされてるわけですか。 

〇学校教育課長（藤原康治） それではお答えいたします。給食センタ

ーの運営業務につきましては、先ほどの日建設計ではなく、他の運営事

業者が行います。この運営事業者が行う運営に対して、先ほど申し上げ

ましたアドバイザリー業務ということで、要求水準書を満たされている

ものかどうかということをモニタリング支援するものでございます。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○３番(矢山 靖) 207 ページですね。ちょっと先週の質問とだぶっとっ

たら、申し訳ないですが、だぶってないと思って、思い切って手を挙げ

させてもらいました。 

だぶっていたら言ってください。スポーツ用具購入補助金のことです。 

○委員長 出てます。 

○３番(矢山 靖) 出てましたか。はい。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なしの声」） 

 無い様でありますので、一般会計歳出、「衛生費、 労働費、 農林水産

業費、 商工費、 土木費、 消防費、 教育費、 災害復旧費、 公債費、 諸

支出金、 予備費、 給与費明細書、 債務負担行為に関する調書、 地方

債に関する調書」についての質疑を終わります。 

                         ９時３８分 

 

続いて、「特別会計」の質疑に入ります。 

特別会計は、「国民健康保険事業特別会計」から「介護サービス事業特

別会計」までを「一括質疑」にしたいと思います。 

予算書は、別冊となっています。質疑はありませんか。 

○２番(佐倉悠希) 資料予算説明書の 47ページ上段の介護認定審査事業

についてお伺いします。ＤＸ化ということで令和７年度からシステム導

入を計画されているんですけれども、介護認定審査会の効率化、委員の

方のですね、負担を軽減するためと思いますけれども、これについては
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賛成しておりまして、委員の皆様にはご協力いただいておりますので、

そういった負担軽減という点についてはですね、私も賛成しているとこ

ろでありますけれども、このシステム自体ですね、他のシステムと比較

検討されて、このシステムということに決定されたのかというところを

お伺いします。 

○委員長 予算説明書の 47 ページ、介護保険事業特別会計の総務費、介

護認定審査会費の項目になります。 

○福祉課長（小林英美） お答えさせていただきます。介護認定審査会

のペーパーレスのシステムを導入するということについてお答えさせて

いただきます。 

こちらは言われた通り審査会の事務の軽減もありますし、介護の認定

結果を出すためにもですね、早めに結果を 30 日以内にということが国の

ほうでは定められておりますので、それに向けて結果を早急に出すとい

うことで、今回の審査会のシステム導入に当たりました。 

こちらにつきましては令和７年度にシステムを導入するということに

なりますので、いろんな業者さんがですね、いろんなシステムは導入は

されておられます。近隣市町の状況でありましたり、その事業の導入状

況等も踏まえまして、世羅町に合ったシステム導入について考えており

ます。 

またこちらの導入につきましては、新年度になりまして、業者のほう

を決定する運びとなりますので、ある程度仕様を示させていただきまし

てプロポーザルで導入業者のほうを決定したいというふうに考えており

ます。 

○２番(佐倉悠希) その仕様についてですね、詳細にこちらでお伺いし

ていないのでどういったものが適切かっていうのはわからないというと

ころなんですけれども、全員協議会でも質問させていただいた中では、

ランニングコストは毎月 10万以上かかってくるということかと思うので

ここは非常に慎重な導入っていうのが必要になってくるかと思います。 

全員協議会の資料、これもページは言ったほうがいいんですかね、全員

協議会の資料で言うと 35 ページなんですけれども、このなかで読み取れ

るのは、主に３点あるかと思うんですけれども、仕様の点ではですね。
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もっと詳細な条件があるんでしょうけど、それはここには載ってないの

で、示されているポイントだけ挙げさせていただくと、タブレットの貸

与。ここにキャリアの通信費も含まれているかと思うんですけど、もう

一つは資料の共有サービスですね、あとはＷｅｂ会議、主にこの３点か

と思うんですけれども、たとえばタブレットについてはそのタブレット

を単独で導入して貸与するってことは可能かと思います。 

あとは資料の共有ですね。これについてはオンラインストレージがあ

るかと思うので、これは行政もですね、時々容量が大きい場合はですね、

無料のオンラインストレージを使う場合もあるんですけれども、それで

可能かと。もし行政用にセキュリティの強いものを使おうと思ったらで

すね、これもう低価格でオンラインストレージっていうのは使えるんじ

ゃないかなと思います。 

あとウェブ会議、それについてはですね、ＺＯＯＭっていうのも、役

場でも導入していると思うので、それで機能としては充足してるんじゃ

ないかなと思うんですけど。それ以外のところで、今回導入予定されて

いるならではの機能があるというところだったらですね、そこの点お伺

いしたいんですけど。 

○福祉課長（小林英美） お答えさせていただきます。今委員がおっし

ゃられた内容と重複してしまうんですけども、まずはペーパーレスをす

るために、委員の皆様にはタブレットのほうをお渡しをさせていただく

こととなります。事前に介護認定審査会にかける資料につきましては、

そのデータで委員の皆様にお送りさせていただくこととなります。それ

を受けて事前に委員の皆様が直接自宅なり、今勤務されている事業所等

なりで、事前に内容を審査をしていただくこととなります。それによっ

て委員様が今の介護認定の度合いを見ていただきまして、そちらを入力

をしていただくこととなります。そちらをもって、開催日に委員の皆様

の意見を集約させていただいて、その方の認定結果を示させていただく

というものでございます。詳細の内容につきましては手元にないので、

今委員さんが言われた通りの内容と、私も認識しております。 

○２番(佐倉悠希) 手元に資料がないということなのでこれ以上ちょっ

と質問、それは難しいかと思うんですけれども、このことについて企画
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課長と財政課長の見解をお伺いしたいんですけれども、まずこのＤＸ導

入を各部署で検討されてますけど、企画課のほうで把握されているかど

うかとか、あとランニングコストがそれなりにかかっているので、財政

状況に影響してくるかと思うんですけれども、その点についてお伺いし

たいんですけど。 

○企画課長（升行真路） それではお答えをいたします。システムの導

入につきましては各課のほうで一旦相談はいただく場合もございますが、

大半が担当課のほうでどういったシステムを導入していくかということ

は検討されて実施をされるところでございます。 

したがいまして今回の介護認定のシステムについては企画課のほうと

しては把握をしておりませんが、導入をするに当たりましては、やはり

先ほど佐倉委員もおっしゃいましたが、現状のものとは進化をしたよう

なもの、そういったことである程度の実績が求められるものということ

で、福祉課のほうも導入を進められているものと認識をしております。 

○財政課長（矢崎克生） お答えいたします。私からはコスト面からと

いうことでお話をさせていただきますけど、査定の中でもこういうシス

テムを導入したいということで話は聞いております。もちろん査定のと

きには、そのイニシャルコストだけではなく、その後のランニングコス

トがどれぐらいかかるのか。それに対してどういった効率化とか、住民

サービスの向上、今回でいうと、審査時間の短縮等、審査員さんの負担

軽減などが挙げられるのかなと思いますけど、そういった面を検討しな

がら、必要なものとして予算に組込んでおるものでございます。 

勿論ランニングコストにつきましては、基本的に特定財源がほぼない

というふうに考えております。今後の経常経費の上乗せということにな

ってまいりますので、それに見合うとまでは言いませんが、何らかのコ

スト削減、業務量の削減等をこちらからは求めているということでお話

をさせていただいております。 

○副町長（金廣隆徳） 私から答弁を充足させいただきます。全体に関

わるＤＸの推進という見地から少し充足をさせていただきます。 

佐倉委員からご指摘をいただきますように、その調達についての調達

手法、そして後々のランニングコスト、そういったところを総合的に勘
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案しプロポーザルでしっかりと研ぎ澄ましていくということは重要な課

題として認識をしております。そのなかで、そのペーパーレスになった

としても、その操作についてのセキュリティポリシー、そういった扱い

についてもしっかりと相互で確約をしていく必要があるとも認識をして

おります。 

企画課、また財政課そして担当課と３課で連携を取りながら進めてい

く中で、調達に当たりましては、やはりその機器の仕様、それからまた

操作の仕様、そしてセキュリティの仕様、そういった大きく３部門から

しっかりと検証していくことを進めてまいりたいというふうに考えてお

るところでもございます。 

セキュリティにつきましては個人情報が、そのペーパーレスの中で動

いていくということからも、その共有していく部分のエリアについては、

ＩＤ、パスワード、そしてそのタブレットの機械の固有機体番号を認識

するような設定、そういったところをしっかりと仕様に盛込みながら、

ご指摘いただきましたように、導入経費の部分、ランニングコストの部

分、そういった部分で総合的にしっかりと調達に生かしてまいりたい、

そのように考えておるところでもございます。しっかりと新年度に入り

まして、仕様を確定し、関係課で連携をとりながら進めてまいります。 

○２番(佐倉悠希) プロポーザルすればより質の良いサービスと、コス

トが下がるということは期待されますけれども、仕様を決める段階でほ

かに既存のサービスでの組合わせで、コスト削減できる場合もあります

のでそういったところは他部署も連携しながら、ランニングコスト削減

に努めていただきたいなと思います。 

あともう一点ですね、同じく予算説明書の同じく同項目で成果目標、

要介護認定率目標値 21.6％に設定されているんですけれども、この介護

認定率は高いのがいいのか、低いのがいいのかというところで、介護認

定率がそもそもこれ高いのがいいのか、低いのがいいのかっていう、ど

ちらなんでしょう。それをまずお伺いしたいです。 

○福祉課長（小林英美） 介護認定率につきましては、それはあの低い

ほうがいいということになります。65 歳以上の高齢者に対して介護の申

請、認定を受けている方の率となりますので、低いほうがより皆さん、
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介護のサービスを利用せず、利用をされていないということになります

ので、低いほうがいいということになります。 

○２番(佐倉悠希) この目標設定が、具体的にこの事業がどのような工

夫されてとかっていうところで、考えられているのかというところもあ

るんですけど、今回システム導入されるということなので、この事業説

明のところにも、介護認定業務の効率化、認定の処分日数の短縮化を図

ると書かれてますので、その日数ですね。短縮することを目標に、加え

られるとか、変えられるとかも検討されたらどうかなと思うんですけど、

いかがでしょう。 

○福祉課長（小林英美） お答えさせていただきます。予算説明につき

ましてですけども、介護認定審査事業というものがですね、例年、この

事業の説明の中に記載をしております。そちらのなかで成果目標という

のが今まで介護認定率ということになっておりましたので、そのままと

なっております。事業説明とはちょっと食い違った内容となってしまっ

ておりますので、成果目標というところが、日数を今現在、30 日を下回

るような成果目標になればというふうに思っております。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○５番（佐々木浩康） この予算歳入歳出特別会計のほうで、８ページ 

歳入のほうで国民健康保険税が減っておりますが、これは主に人口減が

原因なのでしょうかというのが一つと、次ページの９ページですね。７、

８、９というところで、滞納分が３か所ありますが、これの時効消滅と

かっていうのはあるのか、あるいはどういった対処をされているのかと

いうのをお伺いします。 

○健康保険課長（宮﨑満香） それではまず国保税の令和６年度比で 2480

万減額となっている理由でございます。 

国保税につきましては、1 人当たりの年額、こちらにつきましてはかな

り大きな上昇となっております。ですが、被保険者数が大きく減少、昨

年度が 3073 人で算出をしておりましたが、令和７年度は 2826 人、こち

らで算出をしておりますので、その人数が減少したことにより減額とな

ったものでございます。 

○税務課長（藤井博美） 税務課からは滞納繰越分についてご説明をさ
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せていただきます。 

まず、滞納繰越分の金額が減少している点につきましては、まず現年

度分の収納率が高いことが要因でございます。５年度の現年度収納率は

99.6％となっております。これは５年間連続、広島県内トップの収納率

となっております。これはひとえに被保険者の皆様の納税意識の高いこ

と、そして収納係、収納係長が引き入ります収納係が毎日、窓口のほう

で継続的に取組をさせていただいてることによります。 

また、この滞納繰越分につきましては、税ですので、５年間時効がご

ざいますが、何もなしで５年間待つものは世羅町の場合はございません

で、ほぼ生活困窮、財産なしという地方税法で認められました執行停止

に該当するものですので、３年間継続的に持っているものでございます

ので、基本的には３年間調査をしていくわけではございますが、十分調

査の上、執行停止ということになっておりますので、見込みのほうが大

変低いことになっております。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○３番(矢山 靖) 先ほどの質問の関連で、歳入歳出予算特別会計です

ね、それの国民健康保険の 14 ページです。 

繰越金なんですけどまだ上がってはない状況なんですが、今までの動

向が気になっています。６月ぐらいになったらはっきりわかってくるこ

となんでしょうけど、今までの動向からしてどうなのか。 

それとですね、27 ページに人間ドックがあるんですが、前年よりこれ

や約 85 万円減となっているんですね。これ要因というのはただ受診者の

減少なんでしょうか。よくわからないのですが、健康に関する啓発活動

が低いからなんでしょうか。その辺も気になっております。よろしくお

願いします。 

○健康保険課長（宮﨑満香） それではまず 14 ページ、繰越金について

の動向でございます。繰越金につきましては令和６年度が 8606 万 5000

円の繰越しとなりました。令和６年度決算の見込みは、これから出すと

ころではございますが、令和６年度は国保税の税率を県の示す標準保険

料率からかなり下げておりますので、そこの税収不足分に繰越金を充当

することとしております。そのため令和７年度についての繰越金につい
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ては、令和６年度より減額してくるものと見込んでおります。 

それから、27 ページの人間ドックの減額でございます。こちら人数的

には 620 人分の計上をさせていただいておりますが、実際の人間ドック

の受診状況は 520 人前後という状況でございます。これにつきましては、

国保の被保険者そのものが減少をしてきておりますので、受診率そのも

のは前年度並み 16％前後というところで推移をしております。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○７番（向谷伸二） 介護保険をお願いいたします。介護保険の 43 ペー

ジになります。下段のほうになりますが、訪問給食サービス事業がござ

います。493 万 2000 円。これが現状どのような状況になっているのか、

人数であるとか、そういったところで今後の状況を、どのような推移を

していくのか、その点についてお伺いをいたします。 

○福祉課長（小林英美） それでは答えさせていただきます。43 ページ

の委託料の訪問給食サービス事業についてでございます。 

こちらの事業につきましては 1 人当たり週５日以内ということで、１

日１食、主に夕食にはなりますけども、夕食１食を委託業者のほうへお

願いをさせていただきまして、配達のときに見守りも含めて実施をさせ

ていただいておるものでございます。 

こちらの動向なんですけども、こちら令和２年から見ますと、年々減

少傾向にはございます。また、人数が減っている分配食する食数も減少

傾向になっておりますが、やはり一人暮らしの方が多く利用されておら

れますので、調理をするのが難しいという方もおられます。また、一人

暮らしで、安否確認等も含めておりますので、その方の状況等も把握を

させていただいております。たとえば訪問給食行かれたときに、原則手

渡しということをさせていただいております。そのなかで本人がおられ

なかった場合には、事業者さんのほうから福祉課のほうへ連絡が入りま

す。入ったときには、こちらのほうでその方の状況を確認させていただ

き、連絡がつかない場合には職員のほうが自宅訪問という形をとらさせ

ていただいておる状況でございます。 

▼【向谷委員：「人数は」】 

令和７年度ではですね、こちらのほうが、食数で算出しておりますの
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で、トータルでいきますと、今年度令和７年度は約 9600 食、1 年間です

ね、させていただいております。これを月でいきますと、800 食を毎月、

配食させていただいているところでございます。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○３番(矢山 靖) 後期高齢者のほうです。７ページをお願いします。 

この後期高齢者医療保険が、前年に比べて約 1700 万の増額になっており

ます。15 ページの広域連合広域連合保険料納付金が、同様に約 1700 万増

となっているんですね。 

これは保険料率によると思うんですけど、1 人当たりの収納額の動向を

伺います。 

○健康保険課長（宮﨑満香） お答えいたします。保険料の増額要因は、

被保険者数の増によるものでございます。保険料率 1 人当たりにつきま

しては、この後期高齢者医療保険料は２年ごとに料率のほうが改定をさ

れておりまして、令和６年度、令和７年度が同じ保険料率となっており

ます。 

令和６年度と７年度の軽減後の 1 人当たり保険料額は、10 万 5031 円と

なっております。令和４年、５年度の 9 万 1678 円から 1 万 3353 円増加

となっております。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○３番(矢山 靖) 介護保険のほうから、地域支援事業費について 36 ペ

ージ、37 ページにわたっています。これの介護予防生活支援サービス事

業費、これが一般財源から出ていますよね。あと 38 ページの介護保険 

これも一般財源からの支出が前年度より下がっておるんです。それによ

って 37 ページの訪問介護事業費や負担金、補助及び交付金が、前年度か

ら約 400 万円近く減になっていると。このしわ寄せが誰に来るのか危惧

しています。 

それと 39 ページの上のところで介護予防ケアマネジメント事業、あと

その下にも介護予防普及啓発事業ですね。これ併せて約 200 万円以上の

減になってるんです。要支援から要介護になる傾向が多いのに、なぜ減

額にしたのか、減額にしたということは違う対策を考えて至ったのか、

そのあたりの経緯をお願いいたします。 
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○福祉課長（小林英美） お答えいたします。５款の地域支援事業費、

介護予防生活支援サービス事業費についてでございますけども、こちら

の事業につきましては要支援 1、２、また事業対象者の方のサービスの事

業となるものでございます。こちらで減額になっているということでご

ざいましたけども、こちらにつきまして、訪問介護事業、37 ページの委

託料 52 万 1000 円となっておりますけども、こちらの事業につきまして

は、前年度、今年度の利用状況を見させていただきまして、利用者のほ

うが若干減少傾向にあります。その方がこちら訪問介護事業ではなくて、

給付に係るいわゆるデイサービスですね、そちらのほうに移行されるケ

ースもあります。また、要支援から要介護になられる方もおられますの

で、今の状況を見ると減少傾向にあるところでございます。 

また地域支援事業で大きく変わっているところでございますけども、 

５－２－１の一般介護予防事業費でございますけども、こちらにですね、

以前は認知症予防教室というのも実施しておりました。いわゆる脳ひら

めき教室でございますけれども、こちらの事業を実施しておりましたけ

ども、利用者のほうが減少してきておりまして、今現在利用がされてい

ない、利用者がいないという状況となっておりますので、そちらのほう

は令和７年度では計上しておりません。その方はということでございま

すけども、いわゆる指定を受けているデイサービスのほうを利用してい

ただいているところです。 

また、５－３－２の 41 ページになりますけども、こちらのほうに報酬

がございます。こちら会計年度職員っていうのが、今回新たに計上させ

ていただきました。これにつきましては、社会福祉協議会さんのほうに

委託しておりますブランチ窓口、地域型支援センターを委託しておりま

した。こちらのほうが約 870 万ぐらいになるんですけども、そちらの事

業が、人材確保の観点から受託することが難しいという回答をいただい

ておりますので、そちらを直営であります地域包括支援センターのほう

で会計年度任用職員、今のところ２名を配置させていただいて、継続を

させていただくものです。そこで約 300 万程度の減となりますけども、

いろいろと組換え等もさせていただいている中で、利用者さんにとって

不利益がないように、また事業計画にも沿って実施をしていきたいとい
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うふうに考えているところでございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○５番（佐々木浩康） 介護保険のほうの総括をざっと見て、介護保険

の５ページ、保険料は人口減とかで減ってるようなんですが、国庫支出

金も県のほうも減ってますし、諸収入も減ってるという状況で、繰入金

だけが非常に増えていると。ところが、次ページ６ページを見ると歳出

のほうでは、トータルでは増えていると。これ、なかなか継続していく

のが難しいのじゃないかと思うんですが、今後の見込みをお願いいたし

ます。 

○福祉課長（小林英美） 介護保険の動向ということでよろしいでしょ

うか。 

今現在、世羅町の人口というものがですね、減少してきている状況で

ございます。それに併せて 65 歳以上の高齢者の人口も減少してきており

ます。そのなかで認定率のほうは、ほぼ横ばいで 21％という状況でござ

いますので、介護認定を受けられている方も減少傾向にあります。 

今回歳入歳出でございますけども、介護保険事業費につきましては、

国、県、町、一般、第１号被保険者等とですね、率が定められておりま

す。介護のサービスの利用状況を見ますと人数も減ってきてますので、

給付のほうも若干減少してきておりますので、そこで財源のほうの増減

もあります。今回繰入金が増えているものでございますけども、こちら

のほうは職員の人件費、また会計年度任用職員さんの人件費が多く増額

しているところでございます。以上でございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」） 

ない様でありますので、「国民健康保険事業特別会計」から「介護サー

ビス事業特別会計」までの質疑を終わります。 

 ここで休憩といたします。再開は１０時３５分といたします。 

                        １０時２０分 

 

休  憩 １０時２０分 

再  開 １０時３５分 
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○委員長 休憩を閉じて会議を開きます。 

つぎに、「公営企業会計」は、「公共下水道事業会計」について質疑を

許します。 

なお、予算書は、別冊となっています。質疑はありませんか。 

○３番（矢山 靖） それでは下水道の件で４ページ、５ページキャッ

シュフローです。５ページ中段の業務活動によるキャッシュフロー６年

度より約 1400 万の減になっています。その要因ですね。未回収とか何か

そういったものがあるのか。それ以外の要因もあるんでしょうが。 

それと投資活動によるキャッシュフロー、これも６年度より 6000 万の

増になっております。それは建設費だけの要因なのか、そこら辺が知り

たいです。 

そしてその下の財務活動によるキャッシュフローですね。これが 2700

万の減になっております。次年度以降の建設費は減ってくると思うんで

すが、期首残高は前年より、６年より約 5800 万の減になっています。ち

ょっと不安要素が目立つんで、そのあたりをどのように捉えているのか。 

それと 21 ページの修繕費、これ修繕費というのは今後増えていく、も

っともっと増えていくと思うんですけど、今の時点で上がっているのは

どのような修繕が発生しているのか。そのあたりを伺います。 

○上下水道課長（市尻孝志）それでは矢山委員さんのご質問にお答えい

たします。 

まず５ページの予定キャッシュフロー計算書の件でございます。業務

活動によるキャッシュフローにつきましてですが、これにつきましては

下水道事業を続けていくためにはですね、本来の営業活動で得ました下

水道の使用料等で維持管理をしていかなければならないというふうに思

っておりまして、そのために業務活動によるキャッシュフローにつきま

しては、プラスにならなければならないということでございまして、こ

れ予定ではございますがこれで算出いたしますと 52 万 6000 円のプラス

を見込んでいる状況でございます。 

続いて投資活動におけるキャッシュフローの件でございます。これに

つきましては世羅町につきましては下水道施設まだ更新期間というもの
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がまだ大きなものにつきましてはまだ迎えておりませんが、施設の更新

を今後していけば、今後マイナスになっていくということになっていく

と思いますが、現在の状況を見ますと 7500 万程度のプラスの状況である

というふうに分析をしておるところでございます。 

続いて財務活動によるキャッシュフローの件でございます。下水道事

業では下水道使用料で得た資金に加えまして、お金と資金ですけども、

これを借りることで管路の新設維持を行っていくことになっております。

財務活動によるキャッシュフローとしては借入れと返済による資金の増

減を表しておりまして、借りた金額よりも返す金額が多ければマイナス

となっておるわけでございます。企業債の借入れによります収入が 1090

万でありまして、企業の償還に充てる支出が 8779 万 8000 円でございま

すので、現在は償還に充てるものが多いという状況でございます。 

公営企業会計におきましては事業規模に対しまして、収入金額が少な

いということで、収支のバランスが取れていない状況というのは認識し

ております。一般会計からの繰入によって収支のバランスを保っており

ますけども、今後必要な営業努力といたしましては、使用料収入の増加

を当然継続していくということと、施設維持管理の抑制ということが必

要であると認識をしておるところでございます。 

もう一つ 21 ページの下水道施設の管理費の中の修繕費でございます。

これの内容につきましてお答えいたします。修繕費が 1618 万 1000 円で

ございますが、この中身につきましては、昨年からでございますけども

公共下水のところと、それから農業集落排水のところに分けております

けれども、まず、公共下水道の修繕の中身を申しますと、ＯＤ槽と言い

まして汚水がぐるぐる回ってるところがございますけれども、あそこの

攪拌機のオーバーホール、これにつきましてが 259 万 6000 円、それから

中央橋というところにマンホールポンプ場が一つありますけれども、こ

このＮｏ．1 のポンプと水位計の交換、これが 385 万円。それから浄化セ

ンターの給水ユニットのオーバーホール、これが 363 万円。この３つを

予定をしておるところでございます。 

もう一つ農業集落排水の修繕につきましては、処理場の破砕機の交換

が 231 万円。それから処理場の電磁流量計というものがございますがこ
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れの交換に 253 万円。小国地区の農集の処理場の回分槽の電動弁の交換

が、126 万 5000 円というふうにそれぞれ予定をしておるところでござい

ます。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○３番(矢山 靖) 今のご答弁の中で営業努力という言葉で一つ気にな

ったんですが、よく車で走っていて、最近新しく造成されて、家が建っ

てきています。そこを見たときに、浄化槽をされてるんですね。下水じ

ゃないんだ。でもここ下水走ってるよなって思いながら、今の答弁で感

じたことがあります。そういった新しく造成してお家を建てますよね。

そういったときに、何か働きかけみたいな、ここは下水が走ってるから

下水にしてくださいみたいな、そういったような働きかけみたいなこと

はされることはあるんですか。お願いします。 

○上下水道課長（市尻孝志） お答えいたします。新しくエリアといた

しましては認可区域内の今、工事をしておるところでございまして、今

おっしゃられたのが新しい浄化槽であるのか、ちょっと経年というか古

くある浄化槽であるのかということもございますけれども、工事につき

ましてそこの工事の地区に入るときには当然、このエリアについて下水

が整備されますということも当然説明をしておりますし、３年以内に接

続をお願いいたしますということもしております。 

それから３年以内でありますと補助金として、接続に関する補助金の

説明等も行っておりますので、そういった個々のお宅を回りながら、工

事の了解を得ながら、説明をしながらとともに促進としてはして行って

おるところでございます。 

しかしながらご家庭のご状況ということもございまして、それがまだ

接続に至っていないところがあるというのも認識をしておるとこでござ

います。 

ですから昨年から議会のほうからも言われておりますけれども、そう

いったところの努力ということで言いますと、個人のところは当然そう

いったときにそういった機会がございますので、それを生かして説明し

ておりますけれども、今度は不動産業者様とかにそういった情報を改め

てそのエリアでありますとか、そういった補助金があることにつきまし
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ても、個々の家についての補助金ですけれども、そういった説明をさせ

ていただいて、それが少しではございますけれども接続につながってい

るということも、昨年から出てきているところでございます。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

（「なしの声」） 

 無い様でありますので、「公共下水道事業会計」の質疑を終わります。 

                          １０時４５分 

  

これから、「総括質疑」を行ないます。質疑はありませんか。 

○３番(矢山 靖) 総括質疑をさせていただきます。令和７年度一般会

計当初予算が６年度と比べ約 3 億 3000 万円の減額案が出されております

が、財政状況が厳しいのは、経常収支比率の上昇を見ると一目瞭然です。 

財政調整基金の残高は、災害や臨時的な経費に対応するためには必ず

必要になるもので、財政運営と強く結ばれております。財政調整基金が

なくなると、財源の調整ができなくなり、厳しい状況の財政運営となり

ます。そのためには経費の節約は当然で、そのなかでの事業の優先順位

付け、既存財源の見直しなどを注視しながら、査定していき、執行する

ための予算立てが重要だと考えます。町長が施政方針で述べられました

どの世代も、どこの地域にお住まいでも、住んでよかったと感じられる

まちづくりと述べられましたが、これは町民サービスを向上し、行き届

いた施策を実施することで、一歩前進すると思います。 

しかし、先週から細部にわたっての予算審議をしてきましたが、基幹

産業である農林水産業費の削減や商工費の削減など町長が狙いとしてい

るところが、今ひとつよくわかりません。国や県から補助金など削減に

なったのが理由の一つかもしれませんが、まさしく、トップセールスで

財源を求めていくということが重要だと思います。どのような思いを持

って、７年度の施策をやっていこうとしているのか。また、財政基盤を

安定させるため、持続可能なものでなくてはなりません。どのように構

築して、安定させ、まちづくりの推進と財政運営をしようとしているの

か伺います。 

それと、進学祝金の件なんですが、105 ページですね。歳入歳出予算資



 

 

27 

 

料一般会計 105 ページにあります、進学祝金のことです。まだ正直心の

中でずっと悩んではいるものの、どうかという気持ちが自分の中で判断

が至っておりません。 

もう一度、詳しい、これ新規メニューで挙げられてはおりますが、そ

ういった経緯ですね、先日の説明でありましたアンケートを取ったとい

う説明がありました。どういった経緯で取られて、理由も説明がありま

した。本当は５万円だったか３万円にした。 

どうしてこれ、現金、キャッシュですね。支援になるのか。たとえば、

町のお店で買える、商品券的なものじゃいけないのか。あと中学校入学

のときですね、タイミングですね、この祝金を出すタイミング、オギャ

ーと赤ちゃんで生まれたときから出生したときからじゃなくて、入学と

同時に祝いとして支給する。そのあたりどうしても公平性に欠けるとこ

ろがあると思います。同じようにこれ進学ですが、77 歳の喜寿の人がで

すよ。アンケートを取って、年金じゃ飯食えんから、なんか支給してく

れと、そういうアンケートが多かったら支給するんですかね。項目は違

いますけど。同じように、支給するのであればしないといけないと思い

ます。子どもに関しては、中学校入学だけじゃなくて、生まれたときに、

そういったものを、お祝金としてですね、今までされていますけど、そ

のような拡充の仕方、予算の取り方というのがあると思うんです。その

あたりがどうしてもいまいち腑に落ちないところがあるので、納得させ

てください。 

○町長（奥田正和） まず総括ということで私のほうから矢山委員の言

われました町の財政的な取組、いかに町民の方にきちっとそういったと

ころへ還元できるように頑張っているのか、トップセールスをしろとい

うことでございます。 

今回の予算の中にも若干ではありますが、国費等の裏財源等々も含め

たご提案をさせていただいております。なおかつですね、いろんな事業

を進めていく上では国・県の力が必要でございますので、そういったと

ころにはしっかり訴えているところでございます。 

当初予算というものは見込を持ってやるんですけれども、確実なとこ

ろではございませんので、いかにそういったところを町として訴え、中
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途であってもそういったさまざまな交付金、また助成金等をつかんでく

るかということになってこようかと思います。それは今後、将来的な８

年度、９年度へつながるような事業にもつながってまいります。そうい

ったところを私のほうでもいろいろと担当課と話をする中で、前向きに

どんどん行っていきたいと思っております。 

委員おっしゃられましたように、どこに住んでもという気持ちを持っ

てます。これはインフラ整備のみならず、さまざまな課題が各地域にご

ざいますので、そういったところをいかに受け止めて、また、どの世代

にもさまざまな考え方がございます。確かにオギャーと生まれたときに、

保護者のそういったところへ手厚い事業をしていくというのも必要でご

ざいます。高齢者にはお金を配るというよりも、利便性をどうしてあげ

るか、また健康づくりといった、そういったところでしっかり拡充しな

がら、これまでもやってきています。とにかく健康寿命を延ばしていこ

うという事業の中、また大きな病気にかかられても早く直し、また長期

にわたる療養にならないような仕組み作りも、しっかり担当課において

やってくれております。そういった福祉施策についてはですね、さまざ

まな委員からもご示唆をいただいておりますのでそういったところをし

っかり進めていければと考えております。 

一番悩まれております進学祝金のことです。これを子育て支援課から

提案に来てくれました。私の政策の中にはそういったことを触れてなか

ったんですけれども、これはどういうことかということで査定を受けた

後にですね、私のほうへも相談がありました。査定段階でもあったんで

すけれども、実際のところは、私も要綱をどうやって作っていくのかと

いうところをしっかり投げ掛けをいたしました。当初は５万円でありま

した。私がなぜ５万円なのかというところを言うと、やはり経費が 5 万

8000 円程度上がっている。これは物価高騰もありますし、小学校のとき

と比べて、かなりな中学生はいろんなものが費用的にかかるんだと。中

山間の働き場としては、都会のような大企業のように給料がどんどん上

がっているような状況ではございません。そういったいわゆる若い世代

が、しっかり負担とするところをどう助けていくか。そして世羅町でど

う子育てを行い、中学生から夢を持ってこの進学等々へ進んでまいりま
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す。そういった旨をどうやって応援していくか、小学生まではかなりい

ろいろな町の手当も保護者に対してもやっています。 

ただ一番費用面のかかるところで、保護者の収入のバランスですね、

私ども実際子育ての中で 30 代というのは、かなり厳しい状況。今でこそ

無料化というものがどんどん進んでいますけれども、実際収入と支出が

なかなかか見合わないところで何かを我慢してきたものがあります。そ

こへ子どもたちに我慢をさせるわけにはいかないといったところもです

ね、私どもの熱い胸の中にあるんだと思います。子ども子育て会議の中

でも議論いただき、担当課の中でも、いろいろと悩んでこういった予算

を出してきてくれました。そういったところを私はしっかり重く受け止

めて、今回の予算の中に入れてきたということでございます。細かい財

政とまた再度、子育て支援課長の熱い思いをお伝えさせたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

○財政課長（矢崎克生） 私からは財政面の件につきましてお答えをさ

せていただきます。 

委員会資料にもあります通り、財政推計、50 ページに掲載しておりま

すが、経常収支につきましては、今後も 90％前半から５％までぐらいの

間を行ったり来たりするような状況で見込んでおるところでございます。

それから、財政調整基金につきましては、現在５年度決算で 23 億 5000

万ありますが、５年後の 11 年度におきましては、11 億 7000 万円程度ま

で下がる可能性があるということで推計を立てております。 

ただ、経常収支につきましては、経常的な経費をどれだけ経常的な収

入で賄っているかという比率でございます。この比率が低ければ低いほ

ど、経常的な収入から政策的な経費へ回せる金が賄えるというものでは

ございますが、なかなか経常的な経費自体 10 年前よりも減ってはきてお

りますが、分母となる経常的な収入のほうにつきましても、一番大きな

要因は、普通交付税が合併算定替えで 10 億円近く減ったという部分が影

響しております。この分母のほうの経常的収入が減っている部分が大き

な要因として、比率が 90％台で推移するというような状況となっており

ます。 

ただ、こちらとしても経常的な経費の節減等は、もちろん毎年度予算
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編成におきましては査定の中で検討しておりますし、委員おっしゃいま

した通り、事業の優先順位、それから財源の徹底的な見直し、それから

探していくことにおきましては、常に当初予算、補正予算であろうと、

それぞれの予算編成におきまして、できる限り町の負担を減らし、有効

な財源を求め、今やらなければいけないことを予算化していくというよ

うな形で、予算の編成に取組んでおるところでございます。 

この推計のように財調が減っていくというようなことに、もちろんな

らないようにですね、今後も健全な財政運営に努めていき、その上にま

ちづくりがあるという認識を持って業務にあたっていきたいと考えてお

ります。 

○子育て支援課長（山名智並） それでは町長に引き続きまして、進学

祝金について、その狙いをお伝えをいたします。 

先日もお伝えはいたしました通り、大きくは二つの理由がございます。

一つは、やはり「子ども計画」を今回策定をする上で、保護者、それか

ら中高生へのアンケートを行った結果からであります。 

保護者への質問のうち、あなたが現在必要としている支援はどのよう

なものですかという問いに対して圧倒的に多く回答された割合が 70％弱

ありましたが、子どもの進学にかかる費用が援助されることという回答

が一番多くてですね、その２番目に多かった割合が 15％ということで、

一番多かった割合と比較しましてもかなりの保護者の方が、経済的な支

援を望まれているということがわかったわけでございます。 

このことはこのたびの「子ども計画」というのは、第３期子ども子育

て支援計画、支援事業計画を含んでおります。第 1 期は子ども子育て支

援法が平成 27 年度に創設されまして、第 1 期の計画は平成 27 年からの

５年間、令和元年度まででございました。そして、第２期が令和２年か

ら今年度、令和６年までの５年間でございます。そして、第３期をこの

たび策定をしたわけでありますが、その策定をする際に、各団体、それ

から保護者の方、小・中学校の先生、代表、それから民生児童委員、さ

まざまな関係機関の方が集まられた「子ども子育て会議」があります。

そのなかでもいろいろと、毎年開催をいたしまして協議をしているわけ

でございます。 
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これは国も、元々は少子高齢化に対応するということで、どういった

子育て支援策を考えたら良いだろうかというところから創設されたもの

でございます。町のほうも法に基づきまして、少子化、子育て支援対策

を考えている中で、令和４年度からも、いろいろグループワークを行う

わけですが、子どもが入学したり進学するタイミングで支援がいただけ

ればというような意見が会の中でもあります。 

そういった保護者、それから中高生のアンケートから支援が必要とい

うことを考えまして、何ができるだろうかということを考えました。金

銭的な直接的な支援が浮き彫りにされていますが、その予算上には、出

ない相談支援でありますとか、訪問事業、それからいろいろな子育て支

援を同時に行っております。そしてそのメニューも増やしてきておりま

すがその中の一つとして、進学祝金を考えたわけであります。そして大

きな理由の一つが、もう一つが物価高騰の支援策でございます。令和元

年度当時にはなかった、負担はありますが、その物価高騰の影響を本当

に受けている現在、更にまだ物価は上がっている状況の中、何か全ての

支援ではございませんが、できるものがないだろうかと考えた一つの提

案でございます。 

○委員長 他に質疑ありませんか。 

○10 番（藤井照憲） 先ほどの総括質疑と若干重複するとこあるんです

けれど、まず町長の施政方針の中で 16 ページぐらいのところになるんで

すけれども、下段のほうです。自主財源が乏しい状況に変わりなく、予

算編成は厳しいものとなりましたと。このような表現をされております。 

一方ですね、この予算特別委委員会資料の中の４ページ、ここには諸団

体への補助金交付金がございます。それぞれ、これらの経費については、

一律に削減というのは難しいと思います。これらはいずれも一般財源で

措置される金額であるからにはですね、やはり見直しが必要と思います。 

令和７年度でいうと、俗に言うサマーレビューというのがございます。

夏の一番事務が少ないというよりも、端境期になる、この時期にレビュ

ーをしたらどうかという提案でございます。 

たとえばですね、この補助金を 50 万円以下のものがどうかといってみ

ますと、1450 万円あります。100 万円まで、ちょっと幅を広げますと、
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2250 万円。こういった負担金・補助金、こういったものの見直しの考え

はあるのかというのが一点。 

もう一点は、先ほどの財政推計表のことなんですけれど、普通建設事

業が、14 億円近く伸びております。何を建設するのかどうか、お伺いし

たいと思います。 

一方ですね、その財政調整基金、先ほども出ましたけれど、令和９年

度から急激に減少しております。この減少がですね、予算編成にどのよ

うな影響を及ぼすのかお伺いしたいと思います。 

最後になりますけれど、昨年の総括質疑で公共施設整備基金の運用を

お伺いしました。要は今ある公共施設を将来的には解体せざるを得ない

と。そのときの資金をどうするのかということでお伺いしたわけでござ

います。これから考えを検討したいという考えのご答弁がございました。 

私の案と言ったら失礼なんですけれど、考えで申し上げますと、財産

を売払った場合には、基金に積立てると。また、前年度不用額が生じた

場合には、その中から一定額を積立てると、あのとき、去年の話ですと

財源がないと言われたんですけれど、こういった財源を確保することに

よって、公共施設等の総合管理計画、これらの計画達成に向けて真剣に

検討していただきたいと思います。 

○町長（奥田正和） 総括でございますので私のほうから若干財政の状

況についても述べますが、後ほど担当財政課長から細かいところを説明

させていただきます。 

確かに自主財源が厳しい。これまで町税の部分が人件費とそのまま世

羅町でもですね、かなり同じレベルで、なおかつ国からの交付金等々に

ついても、かなり合併特例債部分減った分ですね、かなり落ち込みをし

ました。それをどうにか取戻そうとさまざまに努力してきて、財政調整

基金の残高 20億をできるだけ保持しようということで、ここ２、３年は、

大体年間４億程度の取崩しを行ってきて、昨年度は特に給食センター等

もありましたし、さまざまな面で必要で、以前は光ファイバーでかなり

活用をさせていただきました。 

こういったときに財調を使うのはどうかということで、公共施設整備

のほうの予算をさまざまに活用すべきだということで、委員おっしゃら
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れるように当時はそんなに大きなお金を積立てたわけではございません。

ただ、活用がないじゃないかというところで監査委員からの指摘等もご

ざいましたので、そういったところをしっかり回せていけるような流れ

を作るべきだということで、今、財政課においても、ふるさと納税等の

積立もありますけれども、それ以外に過疎ソフトの関係で取壊し予算な

んかのところも、一つ見積もっていこうじゃないかということで、将来

設計しながらやってくれている状況もございます。細かい数字について

はまた後ほどですけれども、現状いろいろな財政的な流れを少しでも令

和９年度から下がっていって枯渇するんじゃないか、他の市町もかなり

危機感を持ってやられてます。給与削減やら、いろんな補助金削減やら

されてるところも多くあるわけですけれども、町もできるだけそうしな

くても済む方法を考えつつ、できるだけですね、町民の負担を減らしな

がらですね、前向きにやっていこうじゃないかという流れは作っている

状況です。 

ただ、確かに財調 20 億を維持するというのはなかなか厳しいことでご

ざいます。決算時にそういった積立ができればいいんですけれども、い

ざ緊急事態、前の災害のときにもですね、このときはそういったほうを

使わないと国からもなかなか認めてもらえない部分があって、できるだ

け目的基金を取崩さずに財調から先に活用したという事案もございまし

た。 

委員ご提案のサマーレビューのことですか。そういったときによくよ

く考えていこうじゃないかということで、補助金についてはかなり細か

い補助が過去からずっとあります。いつかの時点で、以前の議員から、

こういったものはもうやめてしまったらどうかというご提案をかなりい

ただいたものもあります。これはやはりそれぞれ補助金を受けている団

体とですね、協議もしながらやっていく必要があろうかと思います。小

さいものというよりも小さいからこそ頑張っていただいているところも

あるし、大きな補助をもっと減額できる場所もあるかもしれません。こ

こはいろいろな検討が必要だと思いますので、委員おっしゃられるよう

にですね、それぞれの見直しをそれぞれの団体と話をしていければと考

えておるところでございます。 
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今回いろいろ毎回、毎年ご提案いただきますので、少しずつでも前向

きなことをやっていければと考えているところでございます。細かい建

設改良費等々の部分においては、それぞれ担当課から説明をさせてもら

います。 

○財政課長（矢崎克生） お答えいたします。町長からは概要的な部分

を答弁をいただきましたので、細かいところの点につきましてお答えを

させていただきます。 

まずサマーレビューにつきましてですが、これは特に国等で次年度の

予算編成前、夏頃にですね、事務事業の必要性や有効性を確認して、点

検や改善課題の洗出し等に行っているというものでございます。この結

果によって、次年度の予算要求を行っていくようになるという流れと認

識しております。 

本町におきましては、現在サマーレビューのような全庁的な事業評価

については、できていないというところでございますが、各課において

それぞれ事業の評価等は行っている状況でございます。 

当初予算査定におきまして、概要的な部分の事業評価といいますか、

簡単な状況確認等はした上で、次年度の予算の査定等を行ってはおりま

すが、具体的なところまで踏み込んで事業評価というようなところまで

検討はできておりません。 

今後ですね、こういったサマーレビューのような事務事業の定期的な

点検や改善の一つの手法としては検討して、今後の持続、健全な財政運

営等に寄与できるよう努めてまいりたいと思います。 

それから、財政推計におきます普通建設事業が５年間でということか

なと思うんですが、よろしかったでしょうか。 

７年度以降におきまして、建設事業等を予定、財政推計として財政課

のほうで組込んでいる、想定している事業につきましてでございますが、

主なものを挙げさせていただきますと、世羅保健福祉センターの改修事

業、それかやすらぎ園の火葬炉の改修、それからこれは毎年のことにな

りますが町道の改良事業、それから県の水道広域連合企業団、それから

中央病院の企業団の建設改良費の負担金、それから三原市の消防本部に

おきます施設等の整備の負担金、それから公共施設の解体等の工事費を
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主なものとして盛込んでおるところでございます。 

そして委員会資料 50 ページにございます財政推計におきまして、財政

調整基金が５年度決算 23 億から 11 年度決算におきまして、想定で 11 億

7000 万まで約 11 億 8000 万円程度下がるというふうに見込んでおる件で

ございます。これが予算編成にどう影響していくかということでござい

ますが、まずは常々申しておりますが、財調は 20 億円程度はないと今後

の財政運営には、支障をきたすという考えは常に持っております。ここ

につきましては、財政推計におきましてはかなり厳しめに財源がないと

いうことを踏まえて作成していること。 

それから毎年の繰越金の 2 分の 1 を下回らない額を歳計剰余金として、

財調へ積立てることになっておりますが、その部分については繰越金自

体がちょっと計算上出しておりませんのでその部分を見込んでいない。

大体毎年１億から２億円程度は歳計剰余金として積立てるものがありま

すが、その部分を見込んでいないというような状況もありますので、実

際の決算においては、この額よりもまだちょっと上を行っておるとは思

います。 

ただし、20 億程度の確保につきましては、平成 30 年の西日本豪雨級の

災害が発生した場合、その当時約 10億円程度財調を崩しておりますので、

そういった災害が２年続けても、まちづくりに支障をきたさないという

ようなことを想定して、20 億という形でお答えをしているものでござい

ます。 

もちろん財調ですね、今後 20 億と言わず、25 億、30 億程度まで増や

せれば一番いいのかなとは考えております。なかなか厳しい状況ではご

ざいますが、財調が枯渇していきますと、今後のまちづくり自体ができ

なくなっていく。財源に余裕がないということは、そういった近隣の市

におきましても、新聞報道でもありますが、予定した事業を延期・中止

とすることで住民サービスの向上ができない、住民サービス自体が下が

っていくというようなことにもつながっていきかねないことにもなりま

すので、そういった点においては、財政調整基金というのは、最後の砦

であり、予算編成におきます財源調整の一番重要な部分と考えておりま

すので、この推計の数字自体をですね、自分たちで作っておいてはなん
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ですが、反面教師として、こうした状況にならないよう取組んでまいり

たいと考えております。 

それから最後、公共施設の整備基金の活用、積立て等でございますが、

昨年のこの予算委員会のときだったかと思いますが、委員より積立をし

て将来に備えてはどうかということで、ご指摘をいただいたのを、記憶

はしております。 

今回令和６年度の予算におきまして、この議場を改修の工事のために

国費を活用しその補助裏について、まず公共施設整備基金を当てており

ます。７年度以降におきましても必要に応じて公共施設整備基金につい

ては活用していこうという方針で、今回７年度予算におきましても、5000

万円程度取崩しをし、公共施設の改修、設備も含めた改修、それから今

後重要な基盤となってきますデジタルインフラの導入経費に対しても、

この基金を活用していく形で検討してまいりました。 

今後におきましても、本町の財政状況を踏まえ、それから財政調整基

金、他の基金とのバランスも図りながら、公共施設整備基金の活用を図

っていきたいと考えております。また活用のみではもちろん基金残高が

減っていくばかりでございますので、委員おっしゃられました通り、一

定の積立はしていかないといけないというふうに認識をしております。

積立の原資は、ご指摘いただきました不動産の売払収入、それから繰越

金の一部、これは今まで大体財政調整基金のほうに戻しておりますが、

そういった部分の一部を積立金の原資として考えているところでござい

ます。公共施設等の整備・改修につきましては、公共施設整備基金を活

用いたしますが、起債との対象とならない公共施設の解体工事につきま

しては、令和元年度に設置いたしました過疎地域持続的発展事業基金過

疎ソフトの起債を原資としておりますが、これを活用してまいりたいと

考えております。 

安定的な財政運営に寄与できるよう、財調、それから公共施設整備基

金過疎ソフトの基金、この３つの基金を上手に活用して、持続的な財政

運営に努めてまいります。 

○委員長 ほかに質疑はありませんか。 

○２番(佐倉悠希) 進学祝金についてなんですけれども、14 日の委員会
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で区分けが難しいということと、就学援助費は検討しなかったというふ

うにご答弁いただいたかと思うんですけれども、これは制度設計に当た

ってですね、全員をそもそも対象にしたいから検討しなかったのか、ま

ず区分けが難しいから、難しいと考えられたから全員を対象とされたの

か、そのことについてまずお伺いさせてください。 

○子育て支援課長（山名智並） 14 日金曜日にご説明をさせていただき

ました中で、世羅町に住所がある子どもたちがほぼ全員に近い子が、小

学校・中学校の転入転出の場合は除きますが、転入された場合、基準日

に世羅町に住所があられる方は対象となりますが、その 95％以上、６年

度でいきますと、世羅町に生まれて、同じずっと小学校そして中学校へ

入学をされます。その子どもたち全員にお祝金ということで考えており

ます。なので、就学援助の援助としての性質とはちょっと違うものと認

識をしておりますので、世羅町で育って世羅町で中学生となる子どもた

ち全員にお祝いということを考えておりまして、創設を提案しておりま

す。 

○２番(佐倉悠希) お祝金ということで全員を対象にされるということ

なんですけれども、このお祝金の導入にあたって大きく２点重要なとこ

ろがあって一つはアンケートと、もう一つは物価高騰というところなん

ですけれども、このアンケートについては、小学生の保護者の人を対象

にもアンケートを取られたんでしょうか。 

○子育て支援課長（山名智並） アンケートについてお答えをいたしま

す。この度町内の０歳から小学校の子どもさんを持たれる保護者宛にア

ンケートを昨年の２月に行いました。対象者 853 世帯に調査を行いまし

て回答率が 78.4％でございました。 

○２番(佐倉悠希)  小学生対象にもとられたということでいいですか。

小学生の保護者。はい。そのなかで中学生の中にはその保護者の方から

はですね、70％弱がですね、入学前の支援が必要だということがあった

かと思うんですけれども、小学生の保護者からはですね、どのような要

望が割合では高かったんでしょう。同じように入学前の支援が必要と答

えられる保護者の方はいらっしゃらなかったんですか。 

○子育て支援課長（山名智並） すみません。説明が届いてなかったよ
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うで、この度の保護者へ対してのアンケートは、町内の０歳から小学校

６年生の子どもさんを持たれる保護者へアンケートを行いました。そし

て、中学生、高校生は保護者ではなく、当該中学生と高校生宛にアンケ

ートを行いました。小学生までの子どもさんを持たれる保護者の方から

のご回答の中に就学のタイミングで経済的な支援が欲しいというお答え

が 70％を超えておりました。 

必要としている支援、あなたは現在必要としている支援はどのような

ものでしょうかということを、０歳から小学校６年生までの子どもさん

を持たれる保護者へ聞きました。そうすると、子どもの就学に係る費用

が援助されることと答えられた保護者の方の割合が一番高くありました。 

○２番(佐倉悠希) 私も誤解していたんですけれども、私は今まで中学

生の子どもを持たれる保護者の方が、その支援を要望をされているのか

なと思ったんですけれども、そのアンケートの結果からすると、０歳か

ら小学生の入学前の保護者の方が要望されてるんだったら、小学校の入

学時に必要と捉えるのが自然なんじゃないかなと思ったんですけれども、

中・高生に聞いたことについては経済状況ってあまり正直、ここ子ども

があんまり考える、何て言うか、保護者の雰囲気を何となく感じ取って

っていうことなので具体的に何か参考になるようなアンケートなのかな

と思ったんですけれども、その点いかがでしょう。 

○子育て支援課長（山名智並） 保護者のアンケートは、確かに小学校

までの、小学校までと言いますか、小学校６年生までの子どもさんを持

たれる保護者でありましたので、そのなかには同時に中学生の子どもさ

んを持たれる保護者の方もいらっしゃいましたでしょうし、高校生の子

どもさんを持たれる保護者の方もいらっしゃることとは思いますが、主

には小学校６年生までの子どもさんを持たれる保護者の方へアンケート

を行ったわけでございますが、その中には今後、中学・高校を迎えるに

あたっての保護者の方の思いも踏まえてのご回答だったものと思ってお

ります。というのは自由記述の中にですね、物価が高騰しているため、

服とかオムツなど子どもに必要なものも高くなっている。継続的な金銭

での給付が欲しい。制服で不要になった服を譲り受けるシステムが欲し

いとか、高校までの授業料の無償化、大学に行く子どもが増えて学べる
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ように進学する子どもに支援が欲しい。子育て世帯への給付金、補助な

どが欲しい。進学するに当たって、中学校の制服代、体操服、カバン等

出費の負担が多かった。制服等が高すぎると思う。小・中・高の入学時、

お祝金のような制度があれば良いと思うなど小学校までのことに限らず、

これから先のことの自由記述も大変多くございましたので、義務教育の

間を考えたところ、子どもさんが誕生されてから、小学校入学までの支

援は継続的に行っている世羅町でありまして、小学校の入学時よりも町

長が申しましたように中学校入学時のほうが保護者の負担は大きいもの

と考えたわけでございます。 

○２番(佐倉悠希) アンケートからは自由記述にも先ほど参考に挙げら

れましたけれども、それは小学校に割合としてはこの 70％弱の割合が、

全て中学校入学前の要望とは限らないかなと思うんですよね。その中に

は小学校入学前の保護者の割合も含まれている可能性も十分にあるかと

思うんですよね。 

私が言いたいのはお金っていうのが有限なわけなので、これをどのよ

うに使うかっていうことがもう少し検討されたほうがいいんじゃないか

なと思うんです。そういう就学援助っていうのは一定の基準に基づいて、

一定の所得、収入か所得かの方が対象になって世羅町では大体例年 30％

前後かと思うんですよね。ですので、そこに絞れば小学校にも中学校に

も対象にすることができる。中学校だけに絞るとですね、その 70％弱に

含まれる小学生の保護者の持たれる要望が反映されないということにな

るかと思うんですよね。 

就学援助費で言えばいろいろな費目があるかと思うんですけれども、

たとえば学用品費とか、新入学児童生徒学用品費、その他には給食費も

あります。世羅町では確か記憶ではですね、中学校は 60 円の自己負担で

小学校は 32 円の自己負担だったかと思うんで、まちがっていたらごめん

なさい。ここはあんまり重要なところではないので、そこを他の市町に

よってはですね、全額支援しているところもあるんですよね。そういっ

た対応にすれば、多少新たな、そもそも就学援助費から支給する場合は

支払う場合は、新たな事務がそもそも発生しないと思うんですね。むし

ろその給食費も全額、対象者に免除することによってですね、学校事務
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が若干ちょっと減るんじゃないかなというふうに思ってるんですけれど

も、その他その学用品費とか新入学児童生徒学用品費とかですね、たと

えば３万円上乗せしたとしてもですね、小学生・中学生を対象にするこ

とは可能なんじゃないかなと思うんですよね。対象者は絞られるんです

けれども、お金の使い方として、比較検討の価値はあるかと思うんです

よね。そもそも制度設計として全員にというところからスタートされた

のかもしれないんですけれども、やはりそういう使い方を変えることに

よって、今回の進学祝金では一般財源も若干あるので、その一般財源を

使わずに特定財源内で完結させることも、場合によっては可能なのかな

と思うんですけど、その点はいかがでしょう。           

○子育て支援課長（山名智並） まず財源について今回提案をした予算

額は 360 万ということで、子どもの数は 120 名を想定しております。実

際に現在町内の子どもは中学校に入学する子どもは 114 名であります。

ただ、３月中の毎年でございますが、転入、保護者の転勤などにより急

に３月中旬以降に転入という場合がございますので、若干の幅を持たせ

ておりますので 120 名で、360 万を提案をいたしました内のふるさと納税

をされる皆様が、ふるさと寄附金をされるときに子ども子育て関係にこ

の寄附を使っていただきたいと希望されての寄附をされる方、その他に

もメニューがありまして、何でもいいから世羅町に対して寄附をすると

言われる方もいらっしゃいます。この進学祝金の充当としまして、子育

て、福祉、保健及び医療に関する事業に使っていただきたいと希望され

ての寄附をされた方の金額が 280万円を充当するように考えております。

特に特定の寄附をされた 20 万の充当は、特に何に使われてもいいですと

いうような寄附をされたものを充当するようにしておりまして、合計 300

万円をふるさと寄附金を充当するように考えております。なので、一般

財源は約 60 万円となっております。 

進学祝金ということで、本当に子どもさんのものに充てたいという気

持ちは我々も持っております。ですが、これは国が創設をしました当時、

出産子育て祝金、妊娠されたときに５万円、それから出産されたときに

５万円の給付金がございますが、当初国のほうも子育てのグッズに使っ

てほしいということで、できるだけ子どもの用品のものを買うような仕
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組みを作っておりました。よくカタログギフトのようなもので、子ども

のものを使うようなギフト券にしていたものでありましたが、今年度に

なりまして、やはりおそらく保護者からの要望が多かったのだと思いま

すが、現金化にするようにというふうに変更となりました。 

世羅町も国に習って当初は子育てギフトということで、広島県のほう

に委託をして行っておりましたが、それはやめまして国の方針にしたが

いまして、現金を給付するというふうに変更をしたものでございます。

この度も進学祝金もできるだけ子どもさんのものに使っていただきたい

お祝金でございますが、そこの使途までは問わないような形にしており

ます。 

○２番(佐倉悠希) ちなみに就学援助費なんですけれども、現物ではな

くて先ほど給食費納付免除と言いますけれども、実際現行の制度では現

金で支給しておりまして、新入学児童生徒学用品費等です。他にもいく

つか費目あるんですけれども、それは保護者のほうに現金で支払うよう

になってます。使途も基本的にもお祝金についてもそうですけども、子

どものために使うっていうところは変わらないのかなと。就学援助費の

ほうが子どもの学校にかかる費用に使うっていう枠では適切なのかなと

思ってます。建前そういったところありますけれども、修学援助費につ

いては、領収証も求めてませんので、実際結構いろいろ使えるっていう

のが実際のところっていうところをちょっとお伝えしたいと思います。 

○子育て支援課長（山名智並） 委員おっしゃいましたように当初は物

価高騰を見たときには５万円を一つ想定しておりましたが、３万円とい

うことにしました。その中には、金曜日に宗重委員もおっしゃいました

ように、制服についても一定数は新品を購入されることなく譲り受けら

れたり、兄弟間で使われたりいうようなことがあります。環境的なとこ

ろも鑑みますとそういうことも大事であると思っております。昨年の 11

月に、楽しい子育てを考える会というお母様方のグループがございまし

て、その方々が制服のリユースのイベントの中の一つとして行われまし

た。今後もそういった取組も同時に行いつつ、一緒に祝金を創設しなが

ら子育て環境を整えていければと考えております。 

○委員長 他に質疑はありませんか。 
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○４番（宗重博之） 話題を変えて違う質問いたします。文化事業の予

算と活用ということについて質疑いたします。 

先の一般質問でもご答弁いただきましたけれども、企画課では文化財

の保護活用と、文化芸術活動の振興に取組んでいるとのことでした。そ

れから、社会教育課では、優れた文化芸術に触れる機会を提供し、文化

活動の推進に取組んでいるという答弁をいただきました。確かに 

○委員長 宗重委員、教育委員会のほうです。文化財の保護は。先ほど

企画課と言われたんですが。 

○４番（宗重博之） 企画課もおっしゃってました。私が一般質問した

ときに、そのような答弁をいただいております。いただいておりますよ。

○委員長 失礼しました。 

○４番（宗重博之） よろしいですか。はい。それで確かに文化は町に

魅力を高め、地域活性化にもつながる重要な要素だということは皆さん

認識されていることと思います。ここで私も一生懸命取組んで行きたい

と思いますのでちょっと質問いたします。 

令和７年度の文化関連予算の中で、特に町の個性を生かした、個性と

いうのは、産業であるとか、歴史であるとか、自然であるとかそういう

ものを生かして、町を挙げて、優先的に進めたいと考えておられる文化

事業、これはどういうものをお考えか、ちょっとお聞かせください。 

○社会教育課長（正田一志） お答えをいたします。令和７年度におい

て、文化芸術に関する事業として取組んでいきますものについて少し触

れさせていただきたいと思います。 

まず、文化ホールを使った自主文化公演といったものがございます。

こちらは、神楽の公演を計画をいたしております。これは６月に実施を

予定し計画をしておるものでございます。 

また、子どもを対象といたしました人形劇の巡回公演といったものも、

これも７月に実施を計画をしておるものでございます。 

そのほかでございますが、絵画の展示としましては、県美展の巡回展、

こちらを予定をしておるものがございます。また世羅西のタウンセンタ

ーにおいて、常設の町民ギャラリーというものがございます。こちらに

おいて、町の美術協会の方の展示、これを周年で実施をいたしておると
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ころでございます。 

それと加えまして、今、少し力を入れて取組んでおりますのが、住民

の方による文化ホールを活用した自主事業といったものを取組んでおる

ところでございます。こちらは中学生・高校生が参画をし、企画と運営

を主体的に行い、それを大人がサポートするといったものでございます。

直接的に演劇であったり、ミュージカルであったりといったことではな

いんですが、文化ホールの活用の方法、どんなことで文化ホールを使う

ことができるのかといったことを中学生・高校生から意見をいただき、

その意見を取りまとめ、大人がそれをサポートするような形で年に１回

そちらの文化ホールを使った催し物をしていっておるところでございま

す。こういったことをトータルでですね、実施をしていきながら施設の

活用も図り、またさまざまな文化芸術の振興につなげていきたい、この

ように考えておるところでございます。 

○委員長 ほかに質疑ありませんか。 

○議長（髙橋公時） 私のほうから今回議長という立場でこの当初予算

審査に臨ませていただいたところでありますけれども、大きく２点、お

伺いさせていただきます。   

まず１点はこれは予算審査においていつも町長に聞いておりますこと

であります。この令和７年度の当初予算を作成するにあたって、さまざ

まに新規事業がございます。町長が特にこれだと思われて提案されてい

る事業を１点お伺いいたします。総評といたしまして、私が思うに新規

事業の中で、ちょっとこれはどうかなというのをちょっと何点かだけ挙

げさせていただきたいと思います。 

置き配の事業、そしてシャワーヘッド、そして先ほど来、委員の皆様

が指摘しております祝金でございます。さまざまな答弁を聞かせていた

だいてる中に、先ほど来アンケートを取ったという担当課からのご意見

もいただきましたが、それは当然ですよ。未満児から中学校に上がるま

での保護者等に取れば、中学校１年生に上がる時期での祝金が欲しい。

その代わり中学校上がっている保護者に聞けばそんなこと言いませんよ

ね。もちろん自分たちも喉元過ぎてますから。たとえば小学校の１年生

から６年生の事業に、小学校に上がるときのそういった祝金をくれと言
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っても誰も手を挙げませんよ。じゃあ、75 歳以上の人に 73 歳 74 歳を対

象に、後期高齢になるから何が欲しいのかと言えばそれはお金が欲しい

と言いますよ。皆さんその世代、その時期の人はそこの時代、自分にそ

ぐうということで意見を言うに決まってるじゃないですか。中学校２年

生、中学校３年生、１、２、３年生の保護者を対象にこの 1 年に上がる

ときの祝金が欲しいかと尋ねてみてください。そんな大きな支持は出な

いと思います。これトータルで 65％の意見があったと言いますけれども、

町民全体で聞いたときに、その全体の比率というのは非常に小さくなり

ます。それはなぜかと言えば高齢者が多いから、そういった意見にはな

らない。何が言いたいかと言うと、こういった当初予算、限られた財源

の中ですので、公平公正な予算組みが必要だということを申し述べてお

いて、今回の７年度事業に対しては町長、何に一番力を入れてこれをや

ろうと思っているのか、1 点のみでいいんでお伺いいたします。 

それと全体的なところでいきます。これも先ほど来各委員のほうから

出てます。財政調整基金の目減り、これも今回、令和７年度では 17 億種

まで落ち込むと。５年先には 11 億まで落ち込むと。これまでの答弁では

20 億を確保するというのが、執行部の口癖ではないですけど言っており

ましたが、こうも簡単に１年経っただけで、これがもう先々は 11 億も仕

方ないと。 

先ほど来執行部のほうからも出ています近隣市町におきましても、府

中市等では、新聞報道にもありますように財調が枯渇すると。消滅可能

性自治体とされています安芸高田市や江田島市、そしてまた庄原市等も、

こういった先々、これ危機感を感じてくださいよ。世羅町も何年かした

ら同じことを多分やってると思いますよ。財調がなくなった、この先事

業ができない。 

今の祝金でも、これ義務的経費に今後上がってきますからね、ずっと

使っていくんであれば中学校入学時には 300 万余の義務的経費が永久的

に増えていきます。途中でやめますよっていうことできませんからね。 

応援寄附金としてから今やってますけれども、これは本当に一般財源に

等しいようなお金ですよ。どっちにでも色はつけられますからね。です

から今回導入されたら半永久的にやっていきます。財政的なところで言
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えば、新たに今、指定管理施設等、常にかかっている義務的経費、これ

も今年度 48 億と２億円程度増額しております。ということは、将来にわ

たり義務的経費はどんどん増えていく。しかし財調は目減りしていく。

町債を見てください。今回少し減りましたよね、４億円ほど。105 億円か

ら 101 億円程度に減りましたけれども、同じく貯金であります財調が４

億円減っております。この町債の償還も、13 億、14 億しております。今

回借入町債は少なくなっております。建設事業も給食センターが終わっ

たこともありまして、８億円近い普通建設の事業も令和７年度はござい

ません。しかし、令和６年度と比べて全く目新しいこともないまま、こ

のまま義務的経費がどんどんどんどん積重なっていく。この財政運営を

していくと、先ほども言ったように、本当に世羅町運営できなくなりま

すよ。いつか来た道で、今こうやって他市町のことを棚に上げて、私達

こうやって議論してますけど、何年か後にはうちですよ。これを執行部

の方がわかられているのか。義務的経費をなくしていかないと駄目だと

思います。その点、財政運営のほう、町長には新規事業のほう、この２

点についてお伺いします。 

○町長（奥田正和） 高橋議長のご意見をいろいろと拝聴させていただ

きましたけれども、これだというものは何かというところでございまし

て、これも説明させていただきたかったんですけれども、この当初予算

の概要を全協で話すことが可能になりませんでした。ちょっと時間的な

余裕がないということでございました。ここにお示ししている中身、こ

れまでも各地域を回ってお話させていただく中に、いつも説明させてい

ただくんですが、やはり子育てのことが、1 ページ目は必ず全部がそうで

すと申し述べております。 

今、人口減少というところに課題を立向かっていくのにはこれといっ

たもの、なかなかすぐに特効薬がないというところあります。どうして

も人口の取合いを各自治体でやるようになりますし、特に広島県は流出

が多いというようなネガティブキャンペーンが結構出てまして、なかな

か寂しい面もありますけれども、今、マスコミ等は今度その反対に、そ

こを売りにしてですね、魅力ある広島県のＰＲをされております。そう

いった展開は素晴らしいなと思います。これまでも惜しいとかですね、
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ネガティブなイメージもあったんですが、今回は美味しいですから、さ

まざまに広島県もやられてます。世羅町もいいキャンペーンをはらない

となかなか前に進みませんし、選ばれる町になろうかと思えばですね、

ネガティブなことを言ってたら選んでもらえませんので、そうならない

ようにさまざまに世羅町ってこんなことがあるんですよといったところ

を一つ売りにさせていただきたいと思ってます。 

今回いろんな将来的に負担がいるんじゃないかというところですが子

どもの生まれる数がだんだんこれだけ減っていくとですね、何かやっぱ

り手を打たなくては前に進みません。なおかつですね、産む施設もない

というところになるとですね、もっと悪いイメージがありますので、子

育てのために世羅町に転入して来よう、また帰って来よう、そういった

ことで選んでもらえるまちづくりということで、当初ベッドタウン構想

とかいうことで、これはまだ大きな枠組みはできてませんけれども、空

き地空き家バンク、さまざまなところでですね、立地適正化計画が今回

できるという中において、世羅町もしっかり、若い方の居住空間がどん

どんでき、またもちろん商業施設もですけれども、若い女性、お母さん

方と話をしたときには何が必要ですかって聞いたらですね、それは確か

に商業施設とかなんかも子育ても素晴らしいと。ただ遊ぶ場所がほしい

と。子どもたちを遊ばせてやりたい場所が、陽だまり公園だけ、夢公園

ちょっと遠い、できれば中心部にもっといいようなものができないか。

大きな遊具は望まない。子ども野っぱらでもいいし、また部屋の中でも

いいし、そういうふうに他の市町がやっておられる羨ましい施設が世羅

にもあったらいいなという声は聞こえてきました。そういったところを、

今後もしっかり民間団体がやられてるところが結構多いんで、そこら辺

とですね、いろいろしっかり進めていければと思ってます。 

これだというものをですね、ないじゃないかと言われても困るんです

が、もうほとんどこれを何年も築いてきて、確かに義務的な負担が進ん

でいるというのはあろうかと思います。これではしなかったらどうなる

のか全てやめるというわけにはなかなかいきません。最初にオムツ補助

とかも始めてまいりましたが、これが一つのオムツではなくて、７つの

選ばれるものに展開できたのもですね、いろんな保護者の方のご意見を
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一つ、担当課において導入してくれてきたことだと思ってます。 

新年度において、また福祉施策においても、またみつば会等で頑張っ

ていただきますグループホームなんかも前にしっかり進んでいくように、

この間もお話をさせていただいたんですけれども、やはりそういったい

ろんな団体がですね、やっぱり頑張っていらっしゃるところをいかに町

が応援できるかというところだと思ってます。これは観光にいたっても

そうですし、もう農業云々いろいろあります。ですからそういったとこ

ろで、今回、さまざまな事業、エコの部分も、先ほど高橋議長言われま

したようにですね、置き配であったりシャワーであったり、やはりエコ

に関わることのメニューをですね、いろいろと各団体と協議の上こうい

うふうに提案をさせていただいているものということでございます。  

大変厳しい予算の中であってもですね、財調、昨年度、令和６年当初

のときには 18億まで約４億何ぼ、これは大きなこともありました。今回、

令和７年度の予算については、18 億ちょっと切る感覚になりますけれど

も、このなかにはやっぱりどうしても経費の部分、デジタルの部分とか

ですね、さまざまにそういったところに当てなくてはならないものが結

構、特に人件費の部分が厳しい状況です。こうなるとどういうふうにア

ウトソーシングしていくかということも考えなくちゃいけないし、人件

費を減らすというよりもですね、効率よくいろんなものをしていく必要

があろうかと思ってます。 

いろいろとそういった財政厳しいものがありますけれども、先ほど財

政課長申し上げましたように、20 億をできるだけ堅持するようにですね、

進めていきたいと、さまざまな財源を埋めるようにですね、頑張ってい

ければと考えておるところでございます。細かいところは担当課、お願

いします。 

○副町長（金廣隆徳） それでは引き続きまして私よりご答弁を差し上

げます。まず大きく２つ、ご質疑をいただきました。財政の運用、そし

て事務事業の、そしてこれからの展開、物事の考え方によるところでご

ざいます。私からは事務事業をつかさどる部分としましても、その部分

でお答えをさせていただきます。 

まず財政についての運用でございますけれども、令和７年度当初予算
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については、ただいまご審議いただいています、120 億 8000 万の規模で

ございます。おしなべて考えてみますと、いわゆる同じ類型の近似値と

なる自治体については、110 億前後ぐらいを推移をしておるところでござ

います。大きな事業を進捗していく中で、現在に至ってきておりますが、

やはり将来的にはもう少しダウンサイジング、またそれから調査につい

ても 100 億を切っていけるようにと言いながら、反面、目的基金を取崩

し、また積立をし、それぞれにメリハリをつけながら行っていくことが

肝要と考えております。 

大規模な予算規模になる場合は、これは特定財源ありきを基本としな

がらしっかりと補助事業の獲得、また特定財源の確保というものに努め

てまいる必要があると認識をしておるところでございます。基金につい

ては目的を果たすものについては充当をし、余裕がある繰越金は、これ

までも財政担当課が述べましたように、積立てを行いながらしっかりと

メリハリのある運用を続けていくことが必要と鑑みて重要点として認識

をしておるところでもございます。 

これから先につきましては、これまでありましたように、コロナ禍、

また物価高騰等、自然と交付をされる交付金、また補助金等々について

は、これは期待は大きくは望めないところであると思っております。自

治体としての自主財源の確保にしっかりと身を置いて考えていく必要が

あると考えて実施をしてまいりたいと、そのように存じます。 

そして、このたびの予算審議におきましても、予算説明書からのご質

疑もいただいたところでございます。予算説明書でございますので、成

果あるいは課題については、まだブランクの状態でございます。このブ

ランクが埋められるのは、決算を迎えます令和７年度予算が決算を迎え

る令和８年の秋ということになりますけれども、それまでにサマーレビ

ュー等の必要性についても、ご質疑もいただきました。決算を迎えるま

でに、本日の予算説明書の中に、年度中途でまた年度の決算を迎えてい

く過程の中でどのような成果と課題と、そして目標設定はほかにもある

んではないか。そういった気概をしっかりと持ちながら事業を推進して

まいることが重要とも認識をしておるところでございます。何よりも、

この場だけでなく組織全体として、職員それぞれに、この予算説明書ま
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た、このたびいただきましたご質疑を組織全体の自分ごととして捉えて

まいりながら、令和 7 年の事業執行に努めてまいりたいと存じます。 

○委員長 総括質疑はまだありますでしょうか。 

（「なしの声」） 

ないようでありますので、これで令和 7年度予算の質疑を終わります。

説明員の方にはありがとうございました。ここで退席されて結構でござ

います。 

ここでお昼休憩とします。再開は午後 1 時です。 

 

休  憩 １２時００分 

再  開 １３時００分 

 

○委員長 休憩を閉じて会議を開きます。 

この後、委員間討議を行うので暫時休憩とします。 

 

暫時休憩 １３時０１分 

再  開 １３時３５分 

 

○委員長 休憩を閉じて会議を再開したいと思います。 

これから、採決に入りたいと思いますが、ご意見はありませんか 

○７番（向谷伸二） あります。次のような附帯意見を付けたいと思い

ます。 

１ 予算の歳入を確保し、確実な事業執行に取組まれたい。 

２ 事業内容や目的を整理し、実態把握をされたうえで、補助金等の 

執行にあたられたい 

○委員長 ただいま向谷委員から、「附帯決議」を付す提案がありました

が、これにご異議ありませんか。 

〔 「異議なし」の声 〕 

○委員長 ただいま、配付しました２項目の「附帯決議」を事務局長に

朗読させます。 

○事務局長（黒木康範）  令和７年度予算審査附帯決議 
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１ 予算の歳入を確保し、確実な事業執行に取組まれたい。 

２ 事業内容や目的を整理し、実態把握をされたうえで、補助金等の 

執行にあたられたい 

○委員長 ただいま朗読したとおり、２項目の「附帯決議」を付したい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

ご異議なしと認めます。したがって、２項目の「附帯決議」を付する

ことに決定しました。 

これより採決に入りますが、採決に先立つ討論は、委員会では省略し

たいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声 ） 

異議なしと認めます。 

 

これより採決いたします。 

議案第 39 号 令和７年度世羅町一般会計予算については、「原案のと

おり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成多数） 

 賛成多数 であります。 

 したがって、本案については「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 

 

これより採決いたします。 

議案第 40号 令和７年度世羅町国民健康保険事業特別会計予算につい

ては、「原案のとおり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を求

めます。 

（賛成多数） 

 賛成多数 であります。 

 したがって、本案については「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 
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これより採決いたします。 

議案第 41号 令和７年度世羅町後期高齢者医療制度特別会計予算につ

いては、「原案のとおり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を

求めます。 

（賛成多数） 

 賛成多数 であります 

 したがって、本案については、「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 

 

 これより採決いたします。 

議案第 42号 令和７年度世羅町介護保険事業特別会計予算については、

「原案のとおり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成多数） 

 賛成多数 であります。 

 したがって、本案については、「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 

 

これより採決いたします。 

議案第 43号 令和７年度世羅町介護サービス事業特別会計予算につい

ては、「原案のとおり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を求

めます。 

（賛成多数） 

 賛成多数 であります。 

 したがって、本案については、「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 

 

これより採決いたします。 

議案第 44 号 令和７年度世羅町公共下水道事業会計予算については、

「原案のとおり可決すべきものとする」ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成全員） 
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 賛成全員 であります。 

 したがって、本案については、「原案のとおり可決すべきもの」と決定

されました。 

以上で、予算審査特別委員会に付託された案件の審議はすべて「終了」

しました。 

これで、予算審査特別委員会を「閉会」いたします。 

なお、委員長報告については、委員長にご一任願いますか。  
（ 「異議なし」の声 ） 

ご異議ありませんので、委員長報告は委員長で作成し、本会議へ報告

いたします。  
（起立・礼） 

 

閉  会 １３時４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


